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■マンション管理の基本的事項の要点
マンションに住まうということは、専有部分を所有するだけでなく、建物
や敷地等の共用部分を区分所有者全員で共有していることを認識し、管理
組合の一員としての責務を自覚して組合活動に協力することが大切です。

役員の担い手不足は、マンションだけでなく自治会、町内会、PTAなど地域
コミュニティに於いても深刻な課題です。難しい問題ですが、今一度、相
互扶助の心で、与えられた私的自治の権利を育むことが大切でしょう。

将来、管理不全マンションにならない為には日頃から適正な組合運営が大
切です。所有するマンションの資産価値が向上することは無関心の組合員
にとっても関心が高いはずです。価値を高めるための共通目標として「管
理計画」の認定を目指すことはその第一歩になるのではないでしょうか。
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■マンション居住者の永
住志向は令和5年度で
60.4%で、5年前と比べる
と2.4%減少しているよう
です。
■世帯主の年齢は、令和
5年度で70歳以上の構成
比が25.9%となり、年々
増加傾向にあります。ま
た築年数とともに高齢化
率が進みます。
高齢化が進むと役員の担
い手確保も難しくなりま
す。
■高経年が進むと、賃貸
戸数、空き室戸数の増加
となり、空き室のうち、
所有者が不明・連絡不通
の住戸が増加する傾向が
あります。
（令和5年度マンション総合調査より）
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■修繕積立金は建物の
維持管理の為に必要な
大切な資金です。
居住者の高齢化により
収入が年金だけになる
と値上げもできなくな
ります。

■30年以上の⾧期修
繕計画を作成し、5年
ごとに見直し、計画に
沿った資金確保を図る
ことが必要です。
そのために、修繕委員
会を常設し、業者と対
等に話し合える知識の
習得を目指すのが望ま
しいでしょう。
■計画と実際の積立金
の差を常に把握してお
くことが大切です。
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出典:国土交通省マンション政策関係 基礎資料集P7 9
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マンションについての定義など

マンション管理適正化法において、マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居
住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び付属施設であると規定されています。
（マンション管理適正化法第2条より）

区分所有法において、「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいい、「専有部分」とは
区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。
また「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の付属物など
をいいます。 （区分所有法第2条より）

区分所有法において、区分所有者は、建物の保管に有害な行為その他建物の管理または使
用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと規定しています。（区分
所有法第6条より）



マンションに暮らすとは、自分の住居（専有部分）を所
有するだけでなく、建物、敷地を共有（共同で所有）し、
管理する責務を負うということです。

区分所有権

区分所有権区分所有権

専有部分
区分所有権所
有専有部分 専有部分

専有部分専専有部分
区分所有

一棟の建物自分の住居以外は自分とは
関係ない。管理組合、管理
会社が何とかしてくれると
考えていませんか？
一棟の建物全体が自分たち
の所有物であるという認識
と責任が必要ではないで
しょうか。
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■専有部分と共用部分

★定義（区分所有法第二条）
「専有部分」 区分所有権の目的たる建物の部分。（現に区分所有

権の目的となっている建物の部分）

「共用部分」 専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない付属物
及び第４条第２項の規定により共用部分とされた付属の建物をいう。

・専有部分以外の建物の部分はすべて共用部分となる。

マンション専有・共用区分図の例
国土交通省 マンション管理標準指針コメント 二 管理規約の作成及び改正 P69,P70より抜
粋しています。 QRｺｰﾄﾞよりご確認願います。
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選
任
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理事会方式の場合



区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び付属施設の管理を
行うための団体として、区分所有者全員をもって管理組合を構成します。

目的:区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環
境を確保すること。

マンションの管理の適正化の推進を
図るための基本的な方針

相互に連携

業務:建物並びにその敷地及び付属施設の管理
保安、保全、清掃、消毒及びごみ処理など
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規約はマンションで生活するうえでの最高自治規範であり、区分所有者は円滑な共同生活
を維持するため、規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければなりません。
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■理事会（マンション標準管理規約で規定されている機関）

★
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時間をかけ
て話し合い
ましょう。
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■建物の区分所有等に関する法律
（以下「区分所有法」という）

民法国土交通省ガイドライン

★マンション標準管理規約
（単棟型、複合用途型、団

地型）
★マンション標準管理委託
契約書

★⾧期修繕計画標準様式
・作成ガイドライン

★マンションの修繕積立金
に関するガイドライン

など

管理組合

区分所有者の団体

■マンションの管理の適正化の推進に関する法律
（以下「適正化法」という）

■マンションの建替え等の円滑化に
関する法律
（以下「建替円滑化法」という）
■被災区分所有建物の再建等に関す
る特別措置法（被災区分所有法）

マンションの管理の適正
化の推進に関する法律
QRコード

区分所有法
ＱＲコード
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管理の円滑化を図る改正法のポイント（抜粋）

区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにそ
の敷地及び付属施設（同法後段の場合にあっては、一部共用部分）の
管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない
（新区分所有法第5条の２）

１．管理に関する区分所有者の責務

区分所有者の団体の中で相互に追う義務が区分所有法に
新設されました。
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出席者多数決の制度と規約との関係

■改正標準管理規約は9月下旬を目途に国土交通省より公表予定

変更時期について決議要件定足数
標準管理規約第47条第
2項のままでよい

標準管理規約第47条
第1項のままでよい

普通決議
①

①施行より前に対応
2026年4月1日より前に管理規約改正決議
（2026年4月1日に発効）する場合は、そ
の区分所有者及び議決権総数の各四分の
三以上
➁施行の後に対応
2026年4月1日より後に管理規約改正決議
（即時発効）
出席者（委任状・議決権行使者含む）及
びその議決権の各四分の三以上
定足数はその区分所有者及び議決権総数
の各過半数

出席した区分所有者及
びその議決権の各四分
の三以上の多数による
決議で決する。

区分所有者（議決権
を有しない者を除
く）の過半数（これ
を上回る割合を規約
で決めた場合にあっ
てはその割合以上）
であって議決権の過
半数（これを上回る
割合を規約で決めた
場合にあってはその
割合以上）を有する
者が出席

特別決議
➁～⑦

施行日時点において、新区分所有法に抵触する規約は、施行日からその効力を失う（附則第2条3項） 35
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国土交通省
「令和7年ﾏﾝｼｮ
ﾝ標準管理規約
見直し」公開
資料より

■区分所有法改
正に合わせた
「マンション標
準管理規約」は
９月下旬公開予
定です。

■管理業者管理
者方式を採用す
る場合における
標準管理規約の
取り扱い、「マ
ンション標準管
理者事務委託契
約書」は１１月
１日公開予定で
す。
外部管理者方式
をご検討中の管
理組合様はぜひ
公開までお待ち
ください。 36
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■この制度を今一
度ご理解いただき、
管理組合全体で、
認定取得に取り組
んでみてはいかが
でしょうか。

■管理計画

認定取得したとき
皆様の意識の中に
良い変化が生まれ
るのではと期待さ
れます。
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２０２２年４月から順次実施広島市は
2023年7月1日か
ら開始
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全国では
2025年8月末現在
2,773件

広島県内では
2025.年8月末現在
まだ25件です。
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管理計画認定取得

共通目標
認定取得に
チャレンジしてみ
ませんか！

住民の管理に対
する意識向上が
期待されます

市場に於ける
適正な評価が
期待されます

住宅金融支援
機構の金利優
遇（すまい・る債など）

固定資産税の
減額（令和9年3
月31日迄）申請要
件あり

取得のメリットなど
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認定基準など
わからないこ
とがあれば、
お気軽にお問
合せください。
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広島県マンション管
理士会の活動内容は
下記QRコードを読み
取ってご確認くださ
い。
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全国第1号の
管理計画認定
マンションで
す

参考になり
ます。
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ご参考情報など
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役員のみなさま
マンション管理に
関するさまざまな
知識をここから取
得してみてはいか
がですか。
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診断は無料
です!

保険の満期が近づいてきたとき、検討されてはどうでしょうか。
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